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はじめに

本書は、ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程第３２条に基づき研究評価委員会において

設置された「IoT を活用した新産業モデル創出基盤整備事業」（事後評価）の研究評価委員会

分科会（２０１９年１０月４日）において策定した評価報告書（案）の概要であり、ＮＥＤ

Ｏ技術委員・技術委員会等規程第３３条の規定に基づき、第６１回研究評価委員会（２０２

０年５月１５日）にて、その評価結果について報告するものである。

２０２０年５月 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

研究評価委員会「IoTを活用した新産業モデル創出基盤整

備事業」分科会

（事後評価）  

分科会長 東野 輝夫 
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「IoT を活用した新産業モデル創出基盤整備事業」（事後評価） 

評価概要（案）

１．総合評価

様々な企業が連携して共通のデータ収集基盤を構築し、その上でのデータの利活用を促進

することを目指して、幾つかの社会課題の解決に取り組んだ点は、Society 5.0 の推進と言

う観点からも評価できるプロジェクトである。IoT 活用の有効性の検証と業界横断的な標準

仕様の整備という 2 つの目標に対し、設定したすべての研究開発項目において目標を達成

したことは、高く評価できる。

一方で、多くの事業グループは基盤整備を目的としていながら、具体的な活動は従来の IT
化の域を出ておらず、IoT にかかわる検討も乏しく、旧態依然としたものになってしまった。

また、1 社あるいは共同事業者に閉じたプロジェクトやコンサルによるプロジェクトなどに

ついては、今後のフェーズでは費用対社会的効果を見極める必要がある

なお、今回の成果は各領域での知見に留まっているので、これを総合的に俯瞰し、より一

般的な知見を求める必要がある。さらに、IoT 分野の国際標準の重要性に鑑み、NEDO 及び

各実施者が積極的に研究開発成果を基にした国際標準化に取り組んで行くことを期待する。

今後、NEDO プロジェクトとして、プライバシー保護に関連する研究を推進する仕組みも

構築していってもらいたい。

２．各論

２．１ 事業の位置付け・必要性について

本プロジェクトが、様々な分野で共通のデータ収集基盤を作って、データの利活用を促進

し、社会課題の解決を目指した取り組みを幾つも実施した点は、Society 5.0 の推進と言う

観点から評価できる。また、本事業の Connected Industries 政策に対応する取り組みとし

て、喫緊の課題である多様で大量のデータを取り扱う仕組みの整備、並びに、国際競争力の

維持と向上に資するための重要な課題であると認められる。特に、事業目的の達成に向け、

利害関係の異なるデータ提供者と利用者間、または競合者間との連携したプロジェクトが推

進され、アーキテクチャ、API やデータ表現の定義や参照実装を進めたものであり、NEDO
の事業として妥当であったと言える。さらに、社会インフラ、エネルギー等の公共性の高い

分野でのデータ活用の試行は大きな意味のあるものと考える。

一方で、一部の活動は単一企業内の情報に閉じていて、本事業の対象として好適とはいえ

ない。今後は、構築した共通のプラットフォームが継続的に利活用されるような仕組み作り

を行っていってもらいたい。

２．２ 研究開発マネジメントについて

共通の IoT データ収集・活用基盤の構築やその上でのソリューション事業の推進は IoT 時
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代を牽引するプロジェクトとして、適切な研究開発課題であった。当該分野を牽引する企業

体あるいは企業グループで事業を実施しており、概ね実施者は技術力並びに事業化能力を持

った組織と考えられる。また、研究開発の進捗管理も概ね妥当である。

一方、実施体制については、インフラ事業者がグループに入っていないものがほとんどで

あり改善すべきであった。必ずしも IoT というテーマではないものも目につき、1 社内の AI
学習と活用というテーマもある。事業展開も含めて 1 社完結型のテーマもいくつかあるが、

もう少し、世の中の普及状況などを見ながら、より横断的な事例に繋がるように取り組みを

進めてほしい。また、国際標準化を含めた海外の技術動向に関する比較調査は不十分である

ように思われる。

今後は、委託事業と助成事業が混在する場合、それらの区別や評価等について、資料上明

確にされることが必要である。知財権に関しては、開発された学習モデルや学習済みデータ

は、不正競争防止法上の営業秘密等にあたる可能性が高いため、モデル・データ等の取扱い

について、コンソーシアム等におけるルール作りを更に深めていくことが望ましい。

２．３ 研究開発成果について

共通の IoT データ収集・活用基盤の構築やその上での IoT データ活用サービスの実施と

言う面では、得られた成果は当初の目標を達成していると考えられる。特に、社会インフラ

分野で水道に関するデータの標準仕様を作成したことは、大きな成果である。また、標準仕

様の公開、研究発表や講演、新聞・雑誌等での情報発信は適切に行われていた。

一方で、一部のテーマで従来の IT 化による業務改善の域を出ていなかった。また、研究

開発の意義、及び一定の研究成果は認められるものの、研究成果が特定の事業者内に閉じて

いるもののように思われ、業界で広く用いられる標準的仕様となっていないように見受けら

れる。研究開発成果の普及については、積極的に説明会などを行っているプロジェクトも複

数あるが、普及方法が不明確な分野もある。国外における知的財産権等の確保に向けた取り

組みは、十分に行われていない。

今後については、SIP や NEDO の他の研究開発技術を参考にされたらいいと思う。また、

介護などのプライバシー問題については萎縮せず、それぞれの分野における利用目的やアク

セス権者、管理レベルや同意取得などの整理を行い、個人情報保護委員会や関係官庁、有識

者を巻き込んだコンセンサスを作ることによって進めてほしい。

２．４ 成果の実用化に向けた取組及び見通しについて

産業保安システムの開発や、水道 IoT の社会実装については成果の実用化・事業化に向

けた戦略が立てられており、具体的取組が始まっていた。特に、社会インフラ分野の水道に

関するデータの標準仕様作成は高く評価できる。

一方で、単一の企業体の中でのデータの利活用や、単純な組み合わせの企業連携などで共

通の IoT データの収集・活用基盤を構築しようとする事例が多く、IoT データの二次利用な

どや社会課題解決などの目的には、より踏み込んだ共通の IoT データの利活用基盤の構築

と利活用事例の開発が望まれる。また、一部研究開発項目においてプロジェクト間の連携が
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十分に行われなかったものが見られ、運用可能なプロトタイプ完成までいたらないと思われ

るものがあった。

今後は、個人のプライバシー保護をより真剣に考えていかなければならないテーマなどに

対する共通の IoT データの収集・活用基盤の構築などを推進する仕組みをつくると共に、ラ

イフデータの高度利用では、企業対顧客ではなく、企業対パブリック対顧客のように公的機

関を介するビジネスモデルを構築する必要がある。実用化及び事業化に関しては、国の事業

として推進していることから、新たな事業参入者も期待できるようなオープンな姿勢が望ま

しい。
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評点結果〔プロジェクト全体〕

評価項目 平均値 素点（注）

１．事業の位置付け・必要性について 2.7 A A A A A B B 

２．研究開発マネジメントについて 1.7 B B B B C B C 

３．研究開発成果について 1.9 A B B C C B B 

４．成果の実用化に向けた取組及び見通

しについて
1.9 A B B B C B C 

（注）素点：各委員の評価。平均値は A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が 
数値に換算し算出。

〈判定基準〉

１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について

・非常に重要 →A
・重要 →B
・概ね妥当 →C
・妥当性がない、又は失われた →D

・非常によい →A
・よい →B
・概ね妥当 →C
・妥当とはいえない →D

２．研究開発マネジメントについて ４．成果の実用化に向けた

取組及び見通しについて

・非常によい →A
・よい →B
・概ね適切 →C
・適切とはいえない →D

・明確 →A
・妥当 →B
・概ね妥当 →C
・見通しが不明 →D

1.9 

1.9 

1.7 

2.7 

0.0 1.0 2.0 3.0

４．成果の実用化に向けた

取組及び見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性
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